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世田谷区認知症とともに生きる希望条例について 
 

区では、「全ての区民が認知症とともに生きる意識を高め、その備えをし、一人ひとりがと

もに安心して自分らしく暮らすことができる地域共生社会の実現に寄与すること」を目的と

して、令和２年１０月に「世田谷区認知症とともに生きる希望条例」を施行しました。 

条例について説明したパンフレットや、条例をつくるうえで大切にしたポイントや認知症

とともに生きるご本人の声を掲載したチラシ、区独自に作成した「みんなでアクションガイ

ド（世田谷版認知症サポーター養成講座用テキスト）」等を、区や世田谷区認知症在宅生活サ

ポートセンター（区委託）のホームページ上に掲載していますので、下記の二次元コードよ

りご参照ください。 

現在、様々な機会や媒体を活用しながら、各地区のあんしんすこやかセンター等と連携し、

条例に基づく認知症観の転換や本人発信、地域づくりを推進していますので、本条例の趣旨

につきまして何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 世田谷区認知症とともに生きる希望条例 

 ・啓発用チラシのほか、条例本文・施行規則、パンフレット、 

条例制定までの歩みや取組み等について紹介した動画等を 

掲載しています。 

 

２ アクション講座（世田谷版認知症サポーター養成講座） 

 ・アクション講座で使用する「世田谷 認知症とともに生きる 

みんなでアクションガイド」を掲載しています。 

アクション講座の開催をご希望の方は、お近くのあんしん 

すこやかセンターまでご連絡ください。 

 

 

３ 世田谷区認知症在宅生活サポートセンター 

 ・認知症在宅生活サポートセンターは、条例を推進する区の 

認知症施策における中核的拠点です。 

当センターが実施する認知症関連事業の紹介のほか、条例や 

地域での取組みに関する情報等を掲載しています。 

 

 

４ 認知症ケアプログラム（日本版 BPSDケアプログラム） 

・介護保険事業所や地域において、認知症ケアの質の向上を推進 

する人材を育成するとともに、認知症の行動・心理症状である 

BPSDの症状を見える化するシステムを活用し、適切なケアを 

提供することを目的としたプログラムです。 

区では、年 2回研修を開催しています。 
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